
建設業法改正による価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルール（令和６年12月～）

出典：国土交通省作成資料

■建設業法が改正され、価格転嫁及び工期変更の協議に関する受発注者間のルールが定められました。
■受注者から協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じる努力義務があります。
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労務費に関する基準の基本的考え方 （令和７年12月～）

出典：国土交通省作成資料
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労務費に関する基準を踏まえた「基準値」の公表（令和７年12月～）

出典：国土交通省作成資料
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